
支える社会的基盤となる現物給付の実現に優先的に取り組む必要があり、これを支える   

効果的な財政投入が必要である。  

※（参考）本重点戦略の策定に向けた議論の過程で示された社会的コストの推計   

（次世代育成支援の社会的コストは「未来への投資」）  

○次世代育成支援の社会的コストは、これを単に社会的コストの増加としてとらえるのでは   

なく、このコストを負担することにより、仕事と出産・子育ての両立が可能になることによる   

女性の労働市場参加の実現や、国民の希望する結婚や出産・子育ての実現を通じた将   

来の労働力人口の減少の緩和により大きなベネフィットが生まれるものであり、「未来へ   

の投資」と認識すべきものである。  

○逆に、今、．この社会的コストを負担しなければ、持続的な経済発展を支える労働力の確   

保ができず、結果的には国民経済の成長の制約という形で、将来、より大きな社会的な   

コストを負担することになるほか、例えば、育児の孤立化がさらに進み、児童虐待のリスク   

が増加するなど、より大きな問題につながることも懸念される。  

○経済財政運営の見通しや社会保障の給付と負担の見通し、公的年金の財政検証など   

では、女性の労働市場参加が実現することを前提として組み込んでいるが、その一方で、   

女性の労働市場参加と国民の希望する結婚・出産・子育ての実現を支えるための次世   

代育成支援の社会的コストの負担は各種の見通しには組み込まれていない。  

○女性の労働市場参加の実現を前提に、今後の経済財政運営や社会保障を考えていく   

のであれば、働き方の見直しによる仕事と生活の調和の実現に向けた取組とあわせて、   

社会全体でこの次世代育成支援のためのコストを負担していくことが必要であり、女性の   

労働市場参加と未来の社会の担い手となる子どもの健やかな育成の基盤を整えることは、   

まさに「未来への投資」である。   

（具体的な制度設計の検討）  

○現行の次世代育成支援制度の費用は、国、地方公共団体の公費、企業の拠出金、労   

使折半の保険料により賄われており、現行の費用負担の構成は、おおむね公貴8に対し   

て労使の保険料等が2の割合となっている。  

※（参考）現行の次世代育成支援の給付・サービスの費用構成  

○今後、少子化対策の給付の充実に当たっては、諸外国と比較しても特に厳しい財政状   

況の下で、その車用を次世代の負担によって賄うことのないよう、必要な財源をその時点   

で手当てして行うことが必要である。   

○ 以下に示すポイントも考慮して、   

一 仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービ  

スを体系的かつ普遍的に提供し、  
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・必要な費用についてはこれを次世代の負担とすることなく、給付の性格や施策間の整  

合、連携を考慮しつつ、国、地方公共団体の公費負担、事業主や個人の子育て支援  

に対する負担・拠出の組合せにより支える  

具体的な制度設計の検討について、直ちに着手の上、税制改革の動向を踏まえつつ速   

やかに進めるべきである。  

《制度設計に当たって考慮すべきポイント》  

：子どもの健やかな育成の観点から一定のサービスの質を担保すること  

：子育て家庭の支援ニーズに対応して、現金給付と現物給付を適切に組み合わせ、  

きめ細かな対応を図ること  

：事業主の取組と地方公共団体の取組を連結し、切れ目のない一体的な支援を実  

現すること  

：現在の子育てをめぐる状況下では現金給付より現物給付の方が緊急性が高く、また、  

実施や普及に時間がかかることを考慮すること  

：国が示す基本的な考え方の下、地方公共団体が地域の実情に応じて責任を持っ  

て事業を展開できるよう配慮すること  

：子育ての当事者をはじめとする多様な主体の参画、行政とこれらの主体の協働を  

図ること  

：関連する諸制度（税制等）との関係も総合的に考慮すること  

：虐待を受けた子どもなど特別な支援を要する子どもや家庭に対する配慮を包含す  

ること   

（具体的な制度設計の検討とともに先行して実施すべき課題）  

○ 包括的な次世代育成支援を図る制度設計の検討とともに、平成21年度までの現行の  

「子ども・子育て応援プラン」及び地方公共団体の次世代育成支援のための行動計画の   

見直しも視野に入れ、   

・一定の質の確保された保育サービスの量的な拡大を可能にする提供手段の多様化  

のための家庭的保育の制度化、   

・一時預かり事業や地域子育て支援事業の法律的な位置付けの明確化、   

・地方公共団体や事業主が策定する次世代育成支援のための行動計画に基づく取組  

の推進のための制度的な対応  

・家庭的養護の充実や社会的養護体制の計画的整備など社会的養護体制の充実   

などの課題について、20年度において先行して実施すべきである。  

－54－  

－8－   



4 利用者の視点に立った点検一評価とその反映  

利用者の視点に立った点検・評価手法を構築するとともに、それを施策の改善に  

つなげていくため、平成21年度までの現行のプラン※の見直しに当たって、利用  

者の視点に立った指標等を盛り込んで、定期的に点検・評価を行い、その結果を  

毎年度の予算編成、事業実施に反映させるPDCAサイクルを確立する。  

※「子ども・子育て応援プラン」及び地方公共団体の次世代育成支援のための行動計画  

（点検・評価の現状と今後の在り方）  

○これまでの少子化対策の評価は、プランに掲げられた施策が計画どおり進捗しているか   

どうかを把握することが中心であり、利用者の視点に立脚した恒常的かつ持続的な点検  

・評価は行われてこなかった。  

○少子化対策の推進の実効性を担保するためには、以下のような利用者の視点に立った   

点検・評価の導入を図る必要がある。   

①結婚や出産・子育てに対する希望の実現度  

妊娠・出産後の継続就業率を政策目標に関わる指標として導入するなど、結婚や出   

産・子育ての各ステージにおいて国民の希望がどの程度実現したかという点に着目し  

た点検・評価  

②利用者の多様性  

利用者の多様性といった観点も考慮に入れ、幅広い層の利用者の声を聞くよう努め  

るなど、利用者の多様性に即した、きめ細かな点検・評価  

③地域差  

地域によるニーズの違いを前提にしつつ、利用者がそれぞれの生活圏で真に必要な  

サービスを受けられているかという視点に立った点検・評価  

④支援策相互の連携  

利用者が出産、子育て、あるいは子どもの成長の各ステージに応じて各支援策のメ  

ニューに容易にアクセスでき、これらを切れ目なく選択することができているかといった  

点に着目した点検・評価  

⑤質と量の評価  

サービスの量が確保されているかはもちろんサービスの質が十分に確保されているか  

という点にも着目した点検・評価  

⑥支援策の周知と利用しやすさ  

支援策の存在が十分に知られているか、利用者が気軽に利用できる状態になってい  

るか等、制度の運用面に着目した点検・評価  
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○具体的には、以下のとおり、利用者の視点に立った点検一評価を導入する。  

・結婚や出生行動に影響を及ぼしていると考えられる要素（経済的基盤、継続就業見   

通し、夫婦間の家事・育児分担等）に各種施策を対応させて施策体系を整理するととも   

に、現行プランの見直しに向け利用者の視点に立った新たな指標を導入する。  

・そのために、既存続計の改善・工夫、利用者意向調査等の実施等、点検・評価手法   

の充実を図るとともに、これを実際の施策の改善につなげていくために、プランの目標を   

設定する段階から利用者の視点に立った指標等を盛り込み、定期的にこれらに基づい   

た点検・評価を実施し、その結果を毎年度の予算編成や事業実施、中期的なプランの   

策定という一連の過程に反映させる、PDCAサイクルの定着が重要である。  

○利用者の視点に立った点検・評価の導入は、実施可能なものから着手し、より良い方法   

へ漸進させていくという柔軟な姿勢が必要であり、進捗状況を見守るための枠組みを設   

け、フォローアップを行うことが必要である。  

おわりに ～支援策が十分に効果を発揮するための国民の理解と意識改革～  

○次世代育成支援に係る施策の必要性やその効果について、一般に、また、施策の対象   

となる子育て世代においてさえも疑問視する声がある。各種の施策の効果的な展開に努   

めるとともに、将来に向けた「未来への投資」としての施策の必要性と有効性について、十   

分に国民に説明し、理解の浸透を図ることが必要である。  

○ さらに、各種施策が効果を発揮するには、施策の着実な実施とあわせて、生命を次代   

に伝え育んでいくことや、家族の大切さ、家族を支える地域の力が、これから子どもを生   

み育てていく若い世代や子どもたち自身に受け継がれ、自然に子育ての喜びや大切さを   

感じることができるよう、社会全体の意識改革のための国民運動を展開していく必要があ   

る。   
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（参考）「仕事と生活の調和推進のための行動指針」で設定された数値日標  

数値目標設定指標   現状  
目標値  

5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25√）34歳 男性  90．3％   93′〉94％   93′）94％  

25～44歳 女性  64．9％   67～70％   69′〉72％  

ロ   

就   
労  

60～64歳 男女計 52．6％   56～57％   6（｝、′61％  

65′｝69歳 男女計 34．6％   37％   38′～39％  

ち的  

自   2．4％（5割増）  

②  時間当たり労働生産性の伸び率   
（1996年～2α〕5年度の10年間平均）   

1．6％  

（2011年度）  

③  フリーターの数   187万人   ピーク時の3／4に減少   ピーク時の2／3に減少  
（平成15年にピークの217万人）   （162．8万人以下）   （144．7万人以下）   

Ⅱ  
健  
康  

41．5％   60％   全ての企業で実施  

で  
曲 臼  
か  

⑤  過労働時間60時間以上の雇用者の割 ．■ゝ ⊂コ   10．8％   2割減   
半減  

＝め  46．6％   60％   完全取得  
の  

時  
問  

が   
確 保   

23．5％   50％   80％   

⑧  テレウ一刀ー比率   20％  
10．4％  （2010年まで）  

⑨  短時間勤務を選択できる事業所の割合  
（短時間正社員制度等）   

（参考）8．6％以下   10％   25％  

III 
多  
様  

な                           ⑩  自己啓発を行っている労働者の割合   46．2％（正社員）   60％（正社員）   70％（正社員）   
23．4％（非正社員）   40％（非正社員）   50％（非正社員）  

き  
万  

生   
き  

38．0％   45％   55％  

万  
が  
選  保育サービス（3歳未満児）  

択  20．3％   
29％   38％  

で   
き  放課後児童クラフ（小学1年～3年）  
る  19．0％   

40％   60％  

社  
」ゝ  Z＝  

⑯  男女の育児休業取得率   
女性：72．3％   女性：80％   女性：80％  

男性：0．50％   男性：5％   男性：10％  

6歳末満の子どもをもつ男性の育児・   1日当たり   

⑭  60分   
1時間45分   2時間30分  

－－   
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（参考）フランスの家族関係支出（2003）の日本の人口規模への換算  

・フランスの家族関係社会支出を機械的に日本の人口に当てはめて算出したもの。  

・（）内の円表示の金額は、為替レートの変動を受けることに留意が必要。   
※ 為替レートは、1ユーロ＝149円（平成19年ト6月の裁定外国為替相場）  

フランス（2003）  日本の人口規模に換算（2005）  
（参考）  

家族   支出の対象となる  1人当たり家族関  支出の対象となる   族関係  

社会   年齢階級人口  土会支出   年齢階級  会支出  
日本の家族関係  

④   ①   ②   ③＝①÷②  ③×④   
社会支出（2003）  

20歳未満  9，242億円  
家族手当   17，569百万ユーロ  20歳未満 1566万人  1，122ユーロ  

2418万人  （4．0兆円程度）  
（FamilyAl［owance）   （2兆6，17  ■ 【25．4％1  ．7万円）   【18．90   司《Hlぞ．諾豊程度l  
出産・育児休業   5382百万  3歳未満  50ユーロ   3歳末；   

（Maternityandparental  巨円程度）   5，755億円  
（8，019イ   

【3．9％】   
．5万円）   

【2．6％   
aVe   

保育・就学前教育   18782百  歳未満  22ユーロ   6歳末；   

（Daycare／home－help  ヒ円程度）   1兆6，276億円  
（2兆7，98   ．6％】   ．9万円）   

【5．3％   SerVICeS   

6，131百万ユーロ  
20歳未満  

その他  2，418万人  5，576億円   
（9，135億円）  【18．9％】   

47，864百万ユーロ  
家族関係社会支出計   

（7兆1，317億円）  
3兆6，849億円  

（10．6兆円程度）  
《対GDP比》  《0．75％》   

《3．02％》  

参考指標、  
総人口（2003）   GDP（2003）   1人当たりGDP  

の   ②   （診÷の   

日本  1億2，769万人   493．7兆円   387万円   

1兆5，852億ユーロ   2．57万ユーロ  
フランス  6，173万人  

（236．2兆円）   （383万円）   

（資料）OECD：SociatExpenditureDatabase2007  

Eurostat：Demographicstatistics  

（日本のGDPは国民経済計算（内閣府）、人口は平成  
17年国勢調査（総務省）、平成15年10月1日現在人  

口推計（総務省））   



（参考）仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産t子育ての実現を支える給付・サービスの社  

会的なコストの推計  

l  

－ 1  
」ゝ ロ＼  

l ⊂〉  

軋Jベての子どもの健やかな育成を支える対個人給付・サービス  義
彗
層
き
眉
頂
≡
彗
童
貞
 
 

関連社会支出額（19年度推計）約2兆5，700億円 →追加的に必要となる社会的コスト ＋2朗0億円  

○働いているいないにかかわらず一定の一時預かりサービスの利用を支援  

・未就学児について月20時間（廃育所利用家庭には月10時間）の一時預かり利用に対して助成   

聖二抑健やかな育成の基盤となる地域の取組  

関連社会支出額（19年度推計）約4，500億円   →追加的に必要となる社会的コスト ＋1，800億円  

○地域の子育て基盤となる取組の面的な推進  
・望ましい受診回数（14回）を確保するための妊婦健診の支援の充実・全市町村で生後4か月までの全声訪問が実施  

全小学校区に面的に地域子育て支援拠点が整備・全小学校区で放課後子ども教室が実施  （「放課後子どもプラン」）  



※r‾仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、取組が進んだ場合に達成される水準として設定される10年後   
の数値目標と整合をとって試算している。  

※これは、現行の給什サービス単価（利用者負担分を含まない）をベースにした試算であり、質の向上、事業実施主体   
の運営モデル・採算ベース、保育所や幼稚園の保育料等利用者負担などの関係者の責用負担のあり方等については   
勘案していない。  

※児童虐待対応、社会的養護や障害児へのす－ビスなど、特別な支援を必要とする子どもたちに対するサービスの費   
用の変化に関しては、この推計には含まれていない。  

※これは、毎年ランニングコストとして恒常的に必要となる額を推計したものであるが、これらのサービス提供のためには、   
この恒常的な費用のほかに、別途施設整備や人材育成等に関してのコストを要する。  

※現在の児童数、出生数をベースにした推計であり、この責用は児童数、出生数の増減により変化する。なお、3歳未満   
児数でみると、平成19年中位推計では現在と比べて10年後で8割弱、20年後で約3分の2の規模に減少するが、国民   
の結婚や出産に関する希望を反映した試算では10年後で95％、20年後でも93％の規模を維持する。  

※児童手当については、別途機械的に試算。  
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○支給額、支給対象年齢について各種の前提をおいた児童手当給付額の機械的試算  

（支給対象年齢の児童に対する支給率をおおむね90％として試算）  

支   給   額  

一律2万円   一律3万円   

支   
（現行）   

≡≡三；喜   

一律1万円  

1兆500億円   1兆5，400億円   3兆800億円   4兆6，200億円   
給  小学校卒業まで  
対  

《＋4，900億円》   《＋2兆300億円》  《＋3兆5，700億円》  

象  

年  
中学校卒業まで   

1兆2，700億円   1兆9，300億円   3兆8，500億円   5兆7，800億円   
齢  

《＋2，200億円》   《＋8，800億円》  《＋2兆8，000億円》  《＋4兆7，300億円》   
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（参考一支給対象年齢の児童全員に支給した場合）  

支   （現行）   1兆1，600億円   1兆7，100億円   3兆4，200億円   5兆1，400億円   
給  

小学校卒業まで   《＋1，100億円》   《＋6，600億円》   《＋2兆3，700億円》  《＋4兆900億円》  

対 象  

年  
中学校卒業まで   

1兆4，000億円   2兆1，500億円  4メ臣2，900億円   6兆4，400億円   
齢  《＋3，500億円》  《＋1兆1，000億円》  《＋3兆2，400億円》  《＋5兆3，900億円》  



（参考）現行の次世代育成支援の給付・サービスの費用構成  

○平成19年度児童・家族関係社会支出（予算ベースの推計値4兆3，300億円）に関して、国、地方公共団   
体、事業主（保険料事業主負担及び拠出金）、被保険者本人（保険料）に分けて、費用負担の状況を推   
計したもの。したがって、「推計所要額」に関して、直接この負担割合が適用されるものではない。  

○今後、少子化対策のための給付の充実に当たっては、次世代の負担によって賄うことがないよう必要な   
財源をその時点で手当てして行うことが必要。また、費用負担の在り方については、給付の性格や施策間   
の整合・連携を考慮した負担のあり方の検討が必要である。  

本人   
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